
 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

○川崎市都市公園条例 ○川崎市都市公園条例 

昭和32年３月29日条例第６号 昭和32年３月29日条例第６号

（有料公園施設） （有料公園施設） 

第６条 都市公園において、有料で利用させる公園施設（以下「有料施設」

という。）は、次のとおりとする。 

第６条 都市公園において、有料で利用させる公園施設（以下「有料施設」

という。）は、次のとおりとする。 

 都市公園名 種別   都市公園名 種別  

 富士見公園 野球場 

テニスコート 

テニスコート照明施設 

バレーボール場 

相撲場 

弓道場 

 

  富士見公園 野球場 

テニスコート 

テニスコート照明施設 

バレーボール場 

相撲場 

弓道場 

水泳プール 

 

 大師公園 野球場 

野球場照明施設 

テニスコート 

水泳プール 

  大師公園 野球場 

野球場照明施設 

テニスコート 

水泳プール 

 

 御幸公園 野球場 

野球場照明施設 

  御幸公園 野球場 

野球場照明施設 

 

 小田公園 野球場   小田公園 野球場  

 桜川公園 野球場   桜川公園 野球場  

 池上新田公園 野球場   池上新田公園 野球場  

 平間公園 水泳プール   平間公園 水泳プール  

 小倉西公園 水泳プール   小倉西公園 水泳プール  

 川崎市中原平和公園 野外音楽堂   川崎市中原平和公園 野外音楽堂  

 稲田公園 水泳プール   稲田公園 水泳プール  
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 改正後 改正前 

 とんびいけ公園 野球場 

野球場照明施設 

テニスコート 

  とんびいけ公園 野球場 

野球場照明施設 

テニスコート 

 

 等々力緑地 テニスコート 

テニスコート照明施設 

陸上競技場 

陸上競技場照明施設 

陸上競技場第１特別室 

陸上競技場第２特別室 

陸上競技場会議室 

陸上競技場シャワー室 

陸上競技場ロッカー室 

陸上競技場放送室 

陸上競技場テレビ中継室 

陸上競技場ラジオ中継室 

陸上競技場大型映像装置 

陸上競技場写真判定室 

補助競技場 

運動広場 

野球場 

野球場照明施設 

野球場会議室 

野球場シャワー室 

野球場ロッカー室 

屋内野球練習場 

水泳プール 

サッカー場 

サッカー場照明施設 

  等々力緑地 テニスコート 

テニスコート照明施設 

陸上競技場 

陸上競技場照明施設 

陸上競技場第１特別室 

陸上競技場第２特別室 

陸上競技場会議室 

陸上競技場シャワー室 

陸上競技場ロッカー室 

陸上競技場放送室 

陸上競技場テレビ中継室 

陸上競技場ラジオ中継室 

陸上競技場大型映像装置 

陸上競技場写真判定室 

補助競技場 

運動広場 

野球場 

野球場照明施設 

野球場会議室 

野球場シャワー室 

野球場ロッカー室 

屋内野球練習場 

水泳プール 

サッカー場 

サッカー場照明施設 
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 改正後 改正前 

釣池 釣池 

 生田緑地 ゴルフ場 

駐車場 

  生田緑地 ゴルフ場 

駐車場 

 

 多摩川緑地 野球場 

サッカー場 

陸上競技場 

パークボール場 

バーベキュー広場 

  多摩川緑地 野球場 

サッカー場 

陸上競技場 

パークボール場 

バーベキュー広場 

 

２ 前項の有料施設の供用期間、供用時間及び休場日は、次のとおりとする。２ 前項の有料施設の供用期間、供用時間及び休場日は、次のとおりとする。

  （表）省略   （表）省略 

 
 
施行期日 平成２６年９月１日 
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議案第２９号 王禅寺四ッ田特別緑地保全地区用地の取得について 

  

１ 特別緑地保全地区の概要 

 

〇所 在 地   麻生区王禅寺字四ッ田１０２８番２ほか８筆 

○土 地 所 有 者   株式会社日立製作所 

〇都市計画面積   約７．１ｈａ（平成２５年２月１３日 告示） 

○地 積   ７１，４１０．９３㎡ 

〇用 途 地 域   市街化調整区域 

〇植 生   主にコナラ、エゴノキ等から構成される樹林地及び草地 

 

２ 特別緑地保全地区の土地の買入れ申出制度 

 

 特別緑地保全地区は、都市における良好な自然的環境となる緑地を現状凍結的に保全する制

度です。こうしたことから、都市緑地法では、地区内において、建築物等の新築、宅地の造成、

木竹の伐採などの行為には市長の許可が必要となり、緑地の保全上支障があると認めるときは

許可をしてはならないとされております。 

これにより、土地所有者が許可を受けることができないため、その土地の利用に著しい支障

を来たす場合に、市長に対して土地の買入れを申し出ることができ、市はその土地を買入れる

ものとされております。 

都市緑地法に規定される手続き      王禅寺四ッ田特別緑地保全地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

図 都市緑地法に規定される手続きについて 

 

３ 今後の予定 

 

平成26年1月21日付けで、土地売買仮契約（取得面積 10,598.82㎡、取得価格 314,663,781円）

を締結しております。この契約は、本議案の議決をもって、本契約とみなされるもので、その

後、土地の引き渡しを受ける予定です。 

 

４ 区域図及び現況写真 

株式会社日立製作所から、 

建物建設のため、土地の形質の変更 

及び木竹の伐採申請（H25.7.9） 

緑地保全に支障があるとして、 

不許可通知（H25.7.12） 

申請行為が不許可となったため、 

土地買入れを申出（H25.7.12） 

特別緑地保全地区行為許可申請 

＜都市緑地法第１４条第１項＞ 

特別緑地保全地区行為不許可通知

＜都市緑地法第１４条第２項＞ 

土地の買入れ申出 

＜都市緑地法第１７条第１項＞ 
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